
令和７年度目黒区介護福祉士資格取得費補助実施要綱 

 

令和７年４月１日付け目健高第１０３７１号 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、介護福祉士（社会福祉士及び介護福祉士法（昭和６２年法律第３０号）第２条 

第２項に規定する介護福祉士をいう。以下同じ。）の資格の取得に係る経費に対して、目黒区（以下 

「区」という。）が介護サービス事業所を運営する法人を通して、その経費の一部を補助することに 

より、職員のキャリアアップに向けた環境を整備し、もって介護人材の定着及びサービスの向上を 

図ることを目的とする。 

 

（対象者） 

第２条 区長は、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の３２第１項で規定する介護サ 

ービス事業者のうち、区内の指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定介護 

予防サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者並びに指定介護老人福祉施設及び 

介護老人保健施設の運営法人（以下「運営法人」という。）に対して予算の範囲内において、この要 

綱による補助金を交付する。 

 

（交付対象の要件） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助金交付対象者」という。）は、次の要件を満たすも 

のとする。 

(1) 社会福祉士及び介護福祉士法第４０条に規定する介護福祉士国家試験（以下「国家試験」とい 

う。）を受験した者であること。なお、国家試験に合格した場合は、合格の発表から 3か月以内に

同法第４２条第１項に規定する登録を受け、同条第２項において準用する第３０条の規定による

介護福祉士登録証の交付を受けていること。 

(2) 職員が運営法人と雇用契約を結ぶ前に国家試験に合格している場合は、前号の登録から３か月 

以内に介護職員として区内の介護サービス事業所の職務に従事していること。 

(3) 運営法人と雇用契約を結び、雇用契約後に当該運営法人の運営する区内の介護サービス事業 

所にて３か月以上就労し、現に就労していること。 

(4) 国、東京都、他の地方公共団体、公益団体等から当該補助金と同種の補助金等を受けていない 

こと。 

２ 前項のほか区長が必要と認めるときは、その他必要な要件を付すことができる。 

 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる費用は、第６条の規定による申請の日（以下「申請日」とい 

う。）の２年前の日から申請日までの間に支出した介護福祉士受験対策講座の受講料（テキスト 

代、模試の費用等を含む。以下同じ。）、介護福祉士受験手数料、介護福祉士登録免許税及び登録手 

数料並びに介護技術講習（社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和６２年厚生省令第４９号） 

第２２条第４項に規定する介護技術講習をいう。以下同じ。）の受講料（以下「補助対象経費」と 

する。）とする。ただし、国家試験に不合格の場合は、介護福祉士受験手数料のみを対象とする。 



なお、次に掲げる経費については、補助の対象としない。 

(1) 当該費用を分割による支払とした場合における手数料 

(2) 消費税及び地方消費税 

 

（補助金の交付額） 

第５条 補助金の交付額は、補助基準額１００，０００円と補助対象経費のいずれか少ない額（１， 

０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とする。 

 

（交付の申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする運営法人は、次に掲げる書類を添付して目黒区介護福祉士資 

格取得費補助金交付申請書 (別記第１号様式）を区長に提出しなければならない。 

(1) 社会福祉士及び介護福祉士法第４３条第１項に規定する指定登録機関が交付した介護福祉士登 

録証の写し。ただし、国家試験に不合格の場合は除く。 

(2) 当該補助対象経費の支払に係る領収書等の写し。ただし、宛名が申請者であるものに限る。 

(3) 介護技術講習を受講した者にあっては、当該介護技術講習に係る修了証明書の写し。ただし、 

国家試験に不合格の場合は除く。 

(4) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの 

 

（交付の決定及び補助金の支払） 

第７条 区長は、前条の規定による交付申請を受けた場合において、当該申請を適当と認めるとき 

は、補助金の交付を決定し、目黒区介護福祉士資格取得費補助金交付決定通知書（別記第２号 

様式）により当該交付申請を行った運営法人に通知するものとする。 

２ 区長は、補助金の交付の決定後、速やかに運営法人に補助金を支払うものとする。 

 

（決定の取消し） 

第８条 区長は、前条の規定により補助金の交付の決定を受けた運営法人が次のいずれかに該当した 

ときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。 

(2) 前号のほか、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令（区の条例、規則そ 

の他規程を含む。）に基づく命令に違反したとき。 

 

（補助金受領後の処理） 

第９条 第７条の規定により当該補助金の交付を受けた運営法人は、これを適当な方法により当該補 

助金に係る補助金交付対象者に交付するものとする。ただし、次の各号に該当する場合は、当該運 

営法人は当該各号に定める額を受領することができるものとする。 

(1) 運営法人が補助金交付対象者１人につき１０万円以上の補助対象経費に相当する費用を負担し 

ているとき。 １０万円 

(2) 運営法人が補助金交付対象者１人につき１０万円に満たない額の補助対象経費に相当する費用 

を負担しているとき。 その負担した額 

 



（補助金の返還） 

第１０条 区長は、第８条の規定により補助金の交付の決定を取消した場合において、当該取消しに 

係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとす 

る。 

 

（事業実施状況報告） 

第１１条 区長は、補助金の円滑かつ適正な執行を図るため、運営法人に本事業による補助を受けた 

職員の雇用状況に関し報告を求めることができる。 

 

（委任） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、区長が別に定める。 

 

   付 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 


